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The Kansai Electric Power Co., Inc.

大飯発電所原子炉施設保安規定の申請概要について

（申請①）
①－１.【重⼤事故等対策に係る体制変更】
Ø 重大事故等対策に係る体制について３，４号炉で独⽴した体制を構築すべく、１，２号炉から３，４号
炉への応援運転員を３，４号炉緊急安全対策要員へ振替える。

Ø また、要員振替に伴い、⼀部の作業について移動時間を変更する。
①－２.【保安規定審査基準改正に伴う変更】
Ø ２０１９年１０月２日の発電用原子炉施設保安規定の審査基準の一部改正のうち、「重大事故等発生時
及び⼤規模損壊発⽣時おける発電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な要員に対する教
育及び訓練」に関する改正内容を反映する。

（申請②）
②.【緊急時対策所の機能移⾏に伴う変更】
Ø 緊急時対策所建屋の設置に伴い、１，２号炉原子炉補助建屋から緊急時対策所建屋へと緊急時対策所機
能を移⾏するため、それに伴い⼤飯発電所原⼦炉施設保安規定の関連する条⽂の変更を⾏う。

申請実績

申請①︓２０１９年１２⽉１２⽇ 保安規定変更認可申請
申請②︓２０１９年１２⽉２６⽇ 保安規定変更認可申請

申請概要
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各々の保安規定条文における変更概要一覧

変更条文 変更概要 分類

第１３条及び第１５２条 運転員等の確保 緊急時対策所の機能移⾏に伴う体制の変更 A-2

添付２ 火災、内部溢水、火山影響等および自然災害発生時の対応に係る実施基準
３ ⽕⼭影響等、降雪発⽣時

火山影響発生時の緊急時対策所の居住性確保対
応等の変更 C

添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準

１．重大事故等対策 緊急時対策所の機能移⾏に伴う体制の変更 A-2

表操１操 操作手順 １７．監視測定等に関する手順等 設備名称、運⽤の変更 D

表－１８ 操作手順 １８．緊急時対策所の居住性等に関する手順等 設備名称、運⽤の変更 D

表－１９ 操作手順 １９．通信連絡に関する手順等 インターフォンの削除 D

表－２０ 重⼤事故等対策における操作の成⽴性 緊急時対策所の機能移⾏に伴う体制の変更
操作の想定時間の⼀部変更
設備名称、運⽤の変更

A-2,D

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項 緊急時対策所の機能移⾏に伴う体制の変更 A-2

第９０条 重大事故等対処設備

表９０－１８ 監視測定設備 ９０－１８－１ 監視測定設備 設備構成、ＬＣＯ台数の変更 D

表９０－１９ 緊急時対策所 ９０－１９－２ 居住性の確保 設備名称、設備構成、ＬＣＯ台数の変更 D

表９０－２０ 通信連絡を⾏うために必要な設備 ９０－２０－１ 通信連絡 ＬＣＯ台数の変更、インターフォンの削除 D

A－１︓重大事故等対策要員に係る変更、（要員振替に伴う変更）、A－２︓重⼤事故等対策要員に係る変更（新緊対所設置に伴う変更）、
B︓保安規定審査基準改正に伴う変更、 C︓⽕⼭影響等発⽣時の対応の変更、 D︓緊対所に関連する設備名称やＬＣＯ台数他に係る変更

分類の
凡例

変更条文 変更概要 分類

第１３条及び第１５２条 運転員等の確保 要員振替に伴う体制の変更 A-1

第１８条の５（重大事故等発生時の体制の整備）、第１８条の６（大規模損壊発生時の体制の整備） 保安規定審査基準改正に伴う変更 B

添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準

１．重大事故等対策
要員振替に伴う体制の変更
保安規定審査基準改正に伴う変更

A-1,B

表－２０ 重⼤事故等対策における操作の成⽴性 A-1

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項 A-1,B

申請①︓重⼤事故等対策に係る体制変更他

申請②︓緊急時対策所の機能移⾏に伴う変更
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A．重大事故等対策要員に係る体制変更（申請①、申請②）

○重大事故等対策に係る体制について、３，４号炉で独⽴した体制を構築すべく、以下のとおり重大事故等
対策に係る⼈数を段階的に変更する。

申請①にて変更 申請②にて変更

ステップ１︓（申請①にて変更）
1,2号炉の運転員（3,4号炉への応援運転員）
を緊急安全対策要員に役務変更

ステップ２︓（申請②にて変更）
新緊急時対策所運用開始に伴い初期加圧要員
(緊対所加圧要員)を削除

※設置許可記載については、参考１の「設置変更許可申請書
添付十 対比表抜粋」を参照
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A．重大事故等対策要員に係る体制変更（申請①、申請②）

○確保すべき重大事故等対策要員と保安規定の記載概要は以下の通りとなる。

3,4u重大事故等対策に係る体制 既認可 ステップ１（申請①）
（重⼤事故等対策に係る体制変更）

ステップ２（申請②）
（緊急時対策所機能移⾏に伴う変更）

1,2号炉
対応 運転員 1,2u 4 4※1 4※1

3,4号炉
対応

運転員

1,2u

加圧 2 2 ー

3,4u
応援

（2ユニット燃料装荷）4
ー ー（1ユニット燃料装荷)２

（燃料装荷なし） ０

3,4u
（2ユニット燃料装荷）12 12 12
（1ユニット燃料装荷) 10 10 10
（燃料装荷なし） 8 8 8

緊急時対策本部要員 6 6 6

緊急安全対策要員
（2ユニット燃料装荷）36 40 40
（1ユニット燃料装荷) 33 35 35
（燃料装荷なし） 30 30 30

召集要員 10 10 10

※１︓添付３においては、対応ユニットを明確化するため、 1,2号炉の対応要員の人数の記載⽅法を変更する。（設置変更許可申請書同様の記載）
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変更前 変更後（ステップ１（申請①）） 変更後（ステップ２（申請②））

A．保安規定変更案（ 【第１編】第13条 運転員等の確保および【第２編】第152条 運転員の確保）（申請①、申請②）
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A．重大事故等対策に係る体制変更（要員振替）（申請①）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

○要員振替に伴い、１，２号炉運転員と３，４号炉緊急安全対策要員は待機場所が違うため、各作業場所ま
での動線が変更となることから、保安規定添付３ 表ー２０記載の想定時間を変更する。

要員の移動経路
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変更前 変更後

A．保安規定変更案(添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準)（申請①）

表－２０重⼤事故等対策における操作の成⽴性

操作
手順
No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

・・・

３

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）

およびタービン動補助給水ポンプ起動弁（現

場手動操作）によるタービン動補助給水ポン

プの機能回復

No.２にて整備する。

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸
気逃がし弁の機能回復※１

運転員等
（中央制御室、現場）

5 30分

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による
加圧器逃がし弁の機能回復※１

運転員等

（中央制御室、現場）
2 45分

可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）
による加圧器逃がし弁の機能回復

運転員等

（中央制御室、現場）
2 55分

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による
加圧器逃がし弁の機能回復

運転員等
（中央制御室、現場）

2
65分

緊急安全対策要員 2

・・・

９ 可搬型格納容器水素ガス濃度計※１
運転員等
（中央制御室、現場）

2 50分

１０

水素排出（アニュラス空気浄化設備）
全交流動力電源または常設直流電源が喪失し
た場合の操作手順
窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による
アニュラス空気浄化設備の運転※１

運転員等
（中央制御室、現場）

2 45分

操作
手順
No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

・・・

３

タービン動補助給水ポンプ（現場手動操作）

およびタービン動補助給水ポンプ起動弁（現

場手動操作）によるタービン動補助給水ポン

プの機能回復

No.２にて整備する。

主蒸気逃がし弁（現場手動操作）による主蒸
気逃がし弁の機能回復※１

運転員等
（中央制御室、現場）

5 30分

窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による
加圧器逃がし弁の機能回復※１

運転員等

（中央制御室、現場）
2 55分

可搬式空気圧縮機（代替制御用空気供給用）
による加圧器逃がし弁の機能回復

運転員等

（中央制御室、現場）
2 55分

可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）による
加圧器逃がし弁の機能回復

運転員等
（中央制御室、現場）

2
65分

緊急安全対策要員 2

・・・

９ 可搬型格納容器水素ガス濃度計※１
運転員等
（中央制御室、現場）

2 60分

１０

水素排出（アニュラス空気浄化設備）
全交流動力電源または常設直流電源が喪失し
た場合の操作手順
窒素ボンベ（代替制御用空気供給用）による
アニュラス空気浄化設備の運転※１

運転員等
（中央制御室、現場）

2 55分
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A．重大事故等対策に係る体制変更（緊急時対策所機能移行・想定時間変更）（申請②）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

○緊急時対策所機能移⾏に伴い、要員のスタート位置および緊急時対策所設備に係る対応⼿順等が変更にな
るため、保安規定添付３ 表ー２０の要員数、想定時間他を変更する。

緊急時対策所からの要員移動経路（⼤容量ポンプ準備の例）

○操作の確実性を高めるため、送⽔⾞を⽤いた⼿順については、移動時間10分の追加に加え、30分の作業時
間追加を⾏う。保安規定添付３ 表－２０の想定時間を変更する⼿順は以下のとおり。

・ 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水
・ 可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ
・ 海⽔から使⽤済燃料ピットへの注⽔
・ 送⽔⾞による使⽤済燃料ピットへのスプレイ
・ 送⽔⾞およびスプレイヘッダによる大気への拡散抑制
・ 海⽔を⽤いた復⽔ピットへの補給
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変更前 変更後

A．保安規定変更案(添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準)（申請②）

表－２０重大事故等対策における操作の成⽴性（No.11,12の例）

操作
手順
No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

１１

海水から使用済燃料ピットへの注水※１ 緊急安全対策要員 5 2.7時間

送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ 緊急安全対策要員 7 2時間

大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水

No.１２にて整備する。
（大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
大気への拡散抑制と同様）

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視
※１ 緊急安全対策要員 4 2時間

１２

大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
大気への拡散抑制

緊急安全対策要員 12 3.5時間

シルトフェンスによる海洋への拡散抑制 緊急安全対策要員 12 4時間

送水車およびスプレイヘッダによる大気への拡
散抑制

緊急安全対策要員 7 2時間

大容量ポンプ（放水砲用）、放水砲および泡混
合器による航空機燃料火災への泡消火

緊急安全対策要員 12 3.5時間

操作
手順
No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

１１

海水から使用済燃料ピットへの注水※１ 緊急安全対策要員 5 3.4時間

送水車による使用済燃料ピットへのスプレイ 緊急安全対策要員 7 2.9時間

大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
原子炉周辺建屋（貯蔵槽内燃料体等）への放水

No.１２にて整備する。
（大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
大気への拡散抑制と同様）

可搬型設備による使用済燃料ピットの状態監視
※１ 緊急安全対策要員 4 2時間

１２

大容量ポンプ（放水砲用）および放水砲による
大気への拡散抑制

緊急安全対策要員 12 3.7時間

シルトフェンスによる海洋への拡散抑制 緊急安全対策要員 12 4.2時間

送水車およびスプレイヘッダによる大気への拡
散抑制

緊急安全対策要員 7 2.9時間

大容量ポンプ（放水砲用）、放水砲および泡混
合器による航空機燃料火災への泡消火

緊急安全対策要員 12 3.7時間
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変更前 変更後

A．保安規定変更案(添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準)（申請②）

表－２０重大事故等対策における操作の成⽴性（No.18の例）

操作
手順
No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

１８

緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転手順

運転員等 2

60分

緊急安全対策要員 2

空気供給装置による空気供給準備手順 緊急安全対策要員 4 70分

緊急時対策所内可搬型エリアモニタおよび
緊急時対策所外可搬型エリアモニタ設置手
順

緊急安全対策要員 2 45分

空気供給装置への切替準備手順 緊急時対策本部要員 4 4分

空気供給装置への切替手順 緊急時対策本部要員 4 2分

緊急時対策所可搬型空気浄化装置への切替
手順

緊急時対策本部要員 4 2分

緊急時対策所可搬型空気浄化装置の切替手
順

緊急時対策本部要員 1 2分

電源車（緊急時対策所用）準備手順 緊急安全対策要員 2 20分

電源車（緊急時対策所用）起動手順

緊急時対策本部要員 1

30分

緊急安全対策要員 2

電源車（緊急時対策所用）の切替手順

緊急時対策本部要員 1

10分

緊急安全対策要員 1

電源車（緊急時対策所用）燃料タンクへの
燃料給油手順

緊急安全対策要員 3 2.1時間

電源車（緊急時対策所用）の待機運転手順 緊急安全対策要員 1 10分

１９ （成立性が要求される対応手段なし） ― ― ―

操作手
順No.

対応手段 要員 要員数
想定
時間

１８

緊急時対策所可搬型空気浄化装置運転手順 緊急安全対策要員 1 34分

空気供給装置による空気供給準備手順 緊急安全対策要員 1 55分

緊急時対策所内可搬型エリアモニタおよび
緊急時対策所外可搬型エリアモニタ設置手
順

緊急安全対策要員 2 47分

空気供給装置への切替準備手順 緊急時対策本部要員 2 4分

空気供給装置への切替手順 緊急時対策本部要員 2 2分

緊急時対策所可搬型空気浄化装置への切替
手順

緊急時対策本部要員 2 2分

緊急時対策所可搬型空気浄化装置の切替手
順

緊急時対策本部要員 1 4分

電源車（緊急時対策所用）準備手順 緊急安全対策要員 2 24分

電源車（緊急時対策所用）起動手順

緊急時対策本部要員 1

5分

緊急安全対策要員 1

電源車（緊急時対策所用）の切替手順 緊急時対策本部要員 1 6分

電源車（緊急時対策所用）燃料タンクへの
燃料給油手順

緊急安全対策要員 3 2.3時間

１９ （成立性が要求される対応手段なし） ― ― ―
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B．保安規定審査基準改正に伴う変更（申請①）

○２０１９年１０月２日の発電用原子炉施設保安規定の審査基準の一部改正のうち、「重大事故等発生時
及び⼤規模損壊発⽣時おける発電⽤原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な要員に対する教
育及び訓練」に関する改正内容を反映する。

〇 運転員等の確保として、各課（室）⻑が重⼤事故等の対応のための⼒量を有する者を確保するにあたり、重大事故等
対処施設等の使用を開始するに当たっては、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する

要員の確保（第１３条）

〇 重大事故等発生時の体制の整備として、以下を⾏う。
・重大事故等対処施設の使用を開始するにあたっては、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する※１。
※１︓重⼤事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始さ

れるまでに、または運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合
は、当番体制に入るまでに実施する。

・具体的には、
⼒量の付与のための教育訓練
各課（室）⻑は、重⼤事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重⼤事故等対処設備に係る運転上の制限
が適⽤開始される⽇（使⽤前検査終了⽇等）までに、または運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊
急安全対策要員を新たに認定する場合は、当番体制に入るまでに以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施
する。
(ｱ) 各課（室）⻑は、表－１から表－１９に記載した対応⼿段を実施するために必要とする⼿順について、「ウ 成⽴
性の確認訓練」の要素を考慮した教育訓練項目を定め、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急
安全対策要員の役割に応じた教育訓練を実施する。

(ｲ) 安全・防災室⻑および発電室⻑は、重⼤事故等対処設備を設置または改造する場合、重⼤事故等対処設備に
係る運転上の制限が適⽤開始される⽇（使⽤前検査終了⽇等）までに、成⽴性確認訓練（現場訓練による有
効性評価の成⽴性確認）および成⽴性確認訓練の要素等を考慮した確認⽅法により、⼒量の付与⽅法の妥当
性を確認する。

重大事故発生時の体制の整備（第１８条の５、添付３）
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〇 大規模損壊発生時の体制の整備として、以下を⾏う。
・重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたっては、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する※２。
※２︓重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始さ

れるまでに、⼤規模損壊対応で⽤いる化学消防⾃動⾞の設置もしくは改造する場合、当該設備の使用を開始する
までに、または運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、
当番体制に入るまでに実施する。

・具体的には、
⼒量の付与のための教育訓練
(ｱ) 重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応 ・・・「重大事故等発生時の体制の整備」と同じ。
(ｲ) その他の大規模損壊対応
安全・防災室⻑は、緊急時対策本部要員のうち全体指揮を⾏う全体指揮者および原⼦炉毎の指揮を⾏う指揮者
ならびに通報連絡を⾏う通報連絡者（以下「指揮者等」という。）または消⽕活動要員を新たに認定する場合は、
当番体制に入るまでに、以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施する。
ａ 消火活動要員
(a) 化学消防⾃動⾞から原⼦炉へ注⼊または原⼦炉格納容器へスプレイするための接続訓練
(b) 化学消防⾃動⾞から使⽤済燃料ピットへスプレイするための接続訓練
ｂ 指揮者等
(a)⼤規模損壊発⽣時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定した教育訓練

(ｳ) 安全・防災室⻑は、(ｲ)項に係る設備を設置または改造する場合、当該設備の使用を開始するまでに、技術的能
⼒の確認訓練の要素を考慮した確認⽅法により、⼒量付与⽅法の妥当性を確認する。

大規模損壊発生時の体制の整備（第１８条の６、添付３）

B．保安規定審査基準改正に伴う変更（申請①）
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（運転員等の確保）
第 １３ 条 発電室⻑は、原⼦炉の運転に必要な知識を有する者を確保する※１。なお、原⼦炉の運転に必要な知識を有する者とは、原⼦炉の
運転に関する実務の研修を受けた者をいう。
２．発電室⻑は、原⼦炉の運転に当たって第１項で定める者の中から、１直あたり表１３－１に定める⼈数の者をそろえ、中央制御室あたり５
直以上を編成した上で３交代勤務を⾏わせる。特別な事情がある場合を除き、連続して２４時間を超える勤務を⾏わせてはならない。また、表
１３－１に定める⼈数のうち、１名は当直課⻑とし、運転責任者として原⼦⼒規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任された者と
する。
３．当直課⻑は、第２項で定める者のうち、表１３－２に定める⼈数の者を主機運転員以上の者の中から常時中央制御室に確保する。
４．各課（室）⻑は、重⼤事故等の対応のための⼒量を有する者を確保する※１。また、技術課⻑は、重⼤事故等の対応を⾏う要員として、表
１３－３に定める人数を常時確保する。
５．技術課⻑および発電室⻑は、第１８条の５第４項(2)の成⽴性確認において、その訓練に係る者が、役割に応じた必要な⼒量（以下、本
条において「⼒量」という。）を確保できていないと判断した場合は、速やかに、表１３－１および表１３－３に定める⼈数の者を確保する体制
から、⼒量が確保できていないと判断された者を除外し、原⼦炉主任技術者の確認、所⻑の承認を得て体制を構築する。
６．所⻑は、第５項の訓練のうち、現場訓練による有効性評価の成⽴性確認において、除外された者と同じ役割の者に対して、役割に応じた成
⽴性の確認訓練を実施し、その結果、⼒量を確保できる⾒込みが⽴たないと判断した場合は、第９項の措置を講じる。
７．技術課⻑および発電室⻑は、⼒量が確保できていないと判断された者については、教育訓練等により、⼒量が確保されていることを確認した
後、原⼦炉主任技術者の確認、所⻑の承認を得て、表１３－１および表１３－３に定める⼈数の者を確保する体制に復帰させる。
８．技術課⻑および発電室⻑は、第２項および第４項に定める⼈数の者に⽋員が⽣じた場合は、休⽇、時間外（夜間）を含め補充を⾏う。ま
た、所⻑は、第２項および第４項に定める⼈数の者の補充の⾒込みが⽴たないと判断した場合は、第９項の措置を講じる。
９．所⻑は、第６項、第８項の判断を⾏った場合の措置として、原⼦炉の運転中は、原⼦炉停⽌の措置を実施し、原⼦炉の停⽌中は、原⼦
炉の停止状態を維持し、原子炉の安全を確保する。なお、原子炉停止の措置の実施にあたっては、原子炉の安全を確保しつつ、速やかに、実施
する。

※１︓重⼤事故等対処施設等の使⽤を開始するにあたっては、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する。

（略）

※赤下線︓保安規定変更箇所

変更後

B．保安規定変更案（第13条 運転員等の確保）（申請①）
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B．保安規定変更案（第１８条の５ 重大事故等発生時の体制の整備）（申請①）

（重大事故等発生時の体制の整備）
第１８条の５ 社⻑は、重大事故に至るおそれがある事故または重大事故が発生した場合（以下、「重大事故等発生時」という。）における原子
炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備にあたって、財産（設備等）保護よりも安全を優先することを方針として定める。
２．原⼦⼒安全部⾨統括は、添付３「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に示す重大事故等発生時における原子炉主任技
術者の職務等について計画を定める。
３．原子炉主任技術者は、第２項に定める計画に従い、重⼤事故等発⽣時における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な職務を
誠実かつ、最優先に⾏うことを任務とする。
４．安全・防災室⻑は、第１項の方針に基づき、重⼤事故等発⽣時における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備として、次の各号
を含む計画を策定し、所⻑の承認を得る。また、計画は、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。
(1) 重⼤事故等発⽣時における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な要員の配置に関する次の事項

(a) 要員の役割分担および責任者の配置に関すること。
(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項

(a) 重大事故等対処施設の使用を開始するにあたって、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する※１こと。
(b) ⼒量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること。
(c) 重⼤事故の発⽣および拡⼤の防⽌に必要な措置を実施するために必要な技術的能⼒を満⾜することおよび有効性評価の前提条件を満
⾜することを確認するための成⽴性の確認訓練（以下、「成⽴性の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること。

(d) 成⽴性の確認訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所⻑の承認を得ること。
(e) 成⽴性の確認訓練の結果を記録し、所⻑および原⼦炉主任技術者に報告すること。

(3) 重大事故の発生および拡大の防止に必要な措置、アクセスルートの確保、復旧作業および⽀援等の原⼦炉施設の保全のための活動、なら
びに必要な資機材の配備に関すること。

（略）
※１︓重⼤事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始されるまでに、または運転員

（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、第１３条第２項および第４項の体制に入るま
でに実施する。

変更後
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B．保安規定変更案（第１８条の６ 大規模損壊発生時の体制の整備）（申請①）

（大規模損壊発生時の体制の整備）
第１８条の６ 安全・防災室⻑は、大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより原子炉施設に大規模な
損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏う体制の整備として、次の各号を含
む計画を策定し、所⻑の承認を得る。また、計画は、添付３に示す「重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準」に従い策定する。
(1) ⼤規模損壊発⽣時における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な要員の配置に関すること。
(2) (1)の要員に対する教育訓練に関する次の事項

(a) 重大事故等対処施設等の使用を開始するにあたって、あらかじめ⼒量の付与のための教育訓練を実施する※１こと。
(b) ⼒量の維持向上のための教育訓練を年１回以上実施すること。
(c) 重⼤事故の発⽣および拡⼤の防⽌に必要な措置を実施するために必要な技術的能⼒を満⾜することを確認するための訓練（以下、
「技術的能⼒の確認訓練」という。）を年１回以上実施すること。

(d) (c)項の訓練の実施計画を作成し、原子炉主任技術者の確認を得て、所⻑の承認を得ること。
(e) (c)項の訓練の結果を記録し、所⻑および原⼦炉主任技術者に報告すること。

(3) ⼤規模損壊発⽣時における原⼦炉施設の保全のための活動を⾏うために必要な資機材の配備に関すること。
（略）
※１︓重⼤事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始されるまでに、大規模損壊

対応で⽤いる化学消防⾃動⾞の設置もしくは改造する場合、当該設備の使用を開始するまでに、または運転員（当直員）、緊急時対
策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、第１３条第２項および第４項の体制に入るまでに実施する。

変更後
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B．保安規定変更案(添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準) （申請①）

添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準

本「実施基準」は、重大事故に至るおそれがある事故もしくは重大事故が発生した場合または大規模な自然災害もしくは故意による大型航空機
の衝突その他のテロリズムによる原⼦炉施設の⼤規模な損壊が発⽣した場合に対処しうる体制を維持管理していくための実施内容について定める。
また、重大事故等の発生および拡大の防止に必要な措置の運用手順等については、表－１から表－１９に定める。なお、多様性拡張設備を使
用した運用手順および運用手順の詳細な内容等については、社内標準に定める。

１ 重大事故等対策
（略）

(2) 教育訓練の実施
ア ⼒量の付与のための教育訓練
各課（室）⻑は、重大事故等対処設備を設置もしくは改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が適用開始される日
（使⽤前検査終了⽇等）までに、または運転員（当直員）、緊急時対策本部要員もしくは緊急安全対策要員を新たに認定する場合は、
第１３条第２項および第４項の体制に入るまでに以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施する。

(ｱ) 各課（室）⻑は、表－１から表－１９に記載した対応手段を実施するために必要とする手順について、「ウ 成⽴性の確認訓練」の要
素を考慮した教育訓練項目を定め、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員および緊急安全対策要員の役割に応じた教育訓練を実
施する。

(ｲ) 安全・防災室⻑および発電室⻑は、重大事故等対処設備を設置または改造する場合、重大事故等対処設備に係る運転上の制限が
適用開始される日（使⽤前検査終了⽇等）までに、成⽴性確認訓練（現場訓練による有効性評価の成⽴性確認）および成⽴性確
認訓練の要素等を考慮した確認方法により、⼒量の付与⽅法の妥当性を確認する。

イ ⼒量の維持向上のための教育訓練
（略）
ウ 成⽴性の確認訓練

（略）

変更後
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B．保安規定変更案(添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準) （申請①）

２．大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項

２．１ 体制の整備、教育訓練の実施および資機材の配備
（略）

(2)要員への教育訓練の実施
各課（室）⻑は、「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施」に規定する重大事故等対策にて実施する教育訓練を基に、大規模損壊発生時に
おける各要員の役割に応じた任務を遂⾏するにあたり必要となる⼒量を維持向上するための教育訓練を計画的に実施する。
また、通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した指揮者等の個別の教育訓練を実施する。
さらに、要員の役割に応じて付与される⼒量に加え、流動性をもって対応できるような⼒量を確保していくことにより、期待する要員以外の要
員でも対応できるよう教育訓練の充実を図るとともに、教育内容についても充実を図る。
ア ⼒量の付与のための教育訓練

(ｱ) 重大事故等対処設備を用いた大規模損壊対応
「添付３ 1.1(2)教育訓練の実施 ア ⼒量の付与のための教育訓練」と同じ。

(ｲ) その他の大規模損壊対応
安全・防災室⻑は、緊急時対策本部要員のうち全体指揮を⾏う全体指揮者および原⼦炉毎の指揮を⾏う指揮者ならびに通報連絡
を⾏う通報連絡者（以下(2)において「指揮者等」という。）または消火活動要員を新たに認定する場合は、第１３条第４項の体制に
入るまでに、以下の教育訓練について、社内標準に基づき実施する。
ａ 消火活動要員

(a) 化学消防⾃動⾞から原⼦炉へ注⽔または原⼦炉格納容器へスプレイするための接続訓練
(b) 化学消防⾃動⾞から使⽤済燃料ピットへスプレイするための接続訓練
ｂ 指揮者等

(a) ⼤規模損壊発⽣時に通常の指揮命令系統が機能しない場合等の事象を想定した教育訓練
(ｳ) 安全・防災室⻑は、(ｲ)項に係る設備を設置または改造する場合、当該設備の使用を開始するまでに、技術的能⼒の確認訓練の要素
を考慮した確認方法により、⼒量付与の妥当性を確認する。

イ ⼒量の維持向上のための教育訓練
（略）
ウ 技術的能⼒の確認訓練
（略）

変更後
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C．火山影響等発生時の対応の変更（申請②）

・現緊急時対策所は１，２号炉原子炉補助建屋内に設置されているため、扉開放により居住性を確保している。
新緊急時対策所は屋外に設置されているため、扉開放および仮設フィルタの設置（２箇所）により居住性を確保する。

変更後現在

換気のため、扉を開放。
（扉の外は屋内のため、フィルタは不要）

緊急時対策所扉位置

変更前 変更後

「緊急時対策所の居住性確保に関する対策」の変更

換気のため、扉を開放。
（扉の外は屋外であるため、仮設フィルタを設置し⽕⼭灰流⼊を防ぐ）

緊急時対策所扉位置



19

The Kansai Electric Power Co., Inc.

C．火山影響等発生時の対応の変更（申請②）

変更前 変更後

・現緊急時対策所は１，２号炉原子炉補助建屋内に設置されているため、通信連絡設備への電源供給用に電源車（緊急時対策所用）（DB）
を用意している。
新緊急時対策所は３（４）号炉非常用母線から電源供給可能であるため、不要となった電源車（緊急時対策所用）（DB）に係る記載を削除
する。

「通信連絡設備に関する対策」の変更

４号炉
非常用母線

３号炉
非常用母線

3,4uT/B

3,4uC/B
4uE/B 3uE/B

P
3u蒸気発生器補給用

仮設中圧ポンプ

4u蒸気発生器補給用
仮設中圧ポンプ

通信連絡設備通信連絡設備

P
3.4u消火水
バックアップポンプ

1,2uFHB

軽油ドラム缶

緊急時対策所
（通信連絡設備等）

1,2uA/B

① ②

③

P

屋外

４号炉
非常用母線

３号炉
非常用母線

3,4uT/B

3,4uC/B
4uE/B 3uE/B

P
3u蒸気発生器補給用

仮設中圧ポンプ

4u蒸気発生器補給用
仮設中圧ポンプ

通信連絡設備通信連絡設備

P
3.4u消火水
バックアップポンプ

軽油ドラム缶

緊急時対策所
（通信連絡設備等）

緊急時対策所建屋

① ②

P

屋外

変更箇所

切替盤
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D．緊急時対策所に関連する設備の名称、ＬＣＯ台数等に係る変更（申請②）（１／４）

緊急時対策所の機能移行に伴い、
可搬型モニタリングポストが緊対所機能に係る設備でなくなるため、LCO台数を変更する。
また、一部監視測定設備が建屋内保管となるため、竜巻予備をLCO台数から除外する。

変更前 変更後

第９０条

９０－１
８－１

監視測
定設備

設備 変更前後における差異理由

可搬式モニタリングポスト

緊急時対策所移設に伴う設置台
数変更
（緊対所機能として要求なくなる）
（予備のLCO除外）

電離箱サ－ベイメ－タ
緊急時対策所移設に伴う設置台
数変更（予備のLCO除外）

可搬式ダストサンプラ 同上

汚染サ－ベイメ－タ 同上

ＮａＩシンチレ－ション
サ－ベイメ－タ

同上

ＺｎＳシンチレ－ション
サ－ベイメ－タ

同上

β線サ－ベイメ－タ 同上

小型船舶 同上

表 監視測定設備に係る設備のＬＣＯ等変更理由
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緊急時対策所の機能移行に伴い、
緊急時対策所の居住性の確保に係る設備のＬＣＯ台数などを変更する。

現 状 変 更 案

第９０条
９０－１９－２
居住性の確保

新緊対所周辺概要図

設備 変更前後における差異理由

緊急時対策所非常用空気浄化ファン
緊急時対策所非常用空気浄化フィルタユニット

指揮所、待機場所一体化による台数の変更
名称の変更

空気供給装置 建屋容積の変更に伴う必要本数の変更

酸素濃度計
二酸化炭素濃度計

指揮所、待機場所一体化による個数の変更

緊急時対策所内可搬型エリアモニタ 指揮所、待機場所一体化による個数の変更

緊急時対策所外可搬型エリアモニタ （保安規定変更なし）

可搬式モニタリングポスト
緊急時対策所外可搬型エリアモニタにより
プルーム検知をするため不要

表 居住性の確保に係る設備のＬＣＯ等変更理由

D．緊急時対策所に関連する設備の名称、ＬＣＯ台数等に係る変更（申請②）（２／４）
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変更前 変更後

第
９
０
条
９
０
ー
２
０
ー
１

通
信
連
絡

緊急時対策所の機能移行に伴い、
通信連絡を行うために必要な設備のＬＣＯ台数などを変更する。

設備 変更前後における差異理由

衛星電話（固定）
（保安規定変更なし）衛星電話（携帯）

衛星電話（可搬）

トランシーバー （保安規定変更なし）

携行型通話装置
緊急時対策所移設に伴う台数変更
（指揮所、待機場所一体化による台数変
更）

インターフォン
指揮所及び待機場所間の連絡用であり不
要（削除）

安全パラメータ表示システム
（ＳＰＤＳ）

（保安規定変更なし）

安全パラメータ伝送システム （保安規定変更なし）

ＳＰＤＳ表示装置
原子炉設置者所掌外の設備の故障等によ
るLCO逸脱時のAOT除外規定への追加

緊急時衛星通報システム
緊急時対策所移設に伴う台数変更
（運用性の向上による台数変更）

統合原子力
防災ネット
ワークに接
続する通信
連絡設備

ＴＶ会議
システム

（保安規定変更なし）ＩＰ電話

ＩＰ－ＦＡＸ

表 通信連絡を行うために必要な設備のＬＣＯ等変更理由

第９０条 ９０－２０－１ 通信連絡（注記）

変更前
※６：衛星電話（固定、携帯、可搬）、安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメ－タ伝送システム、緊急時衛星通報システムおよび統合原子力防災ネットワ－クに接続する通信連

絡設備について、原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱した場合は、当該要求される措置に対する完了時
間を除外する。

変更後
※６：衛星電話（固定、携帯、可搬）、安全パラメ－タ表示システム（ＳＰＤＳ）、安全パラメ－タ伝送システム、ＳＰＤＳ表示装置、緊急時衛星通報システムおよび統合原子力防災ネットワ－ク

に接続する通信連絡設備について、原子炉設置者所掌外の設備（通信衛星等の他の事業者等が所掌する設備）の故障等により運転上の制限を逸脱した場合は、当該要求される措
置に対する完了時間を除外する。

D．緊急時対策所に関連する設備の名称、ＬＣＯ台数等に係る変更（申請②）（３／４）
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変更前 変更後

緊急時対策所の機能移行に伴い、緊急時対策所に関する運用が変更となるため、保安規定添付３
（重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準）に記載の手順等を変更する。

添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準
（例） 表－１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（抜粋）

（中略） （中略）

（以下略） （以下略）

（中略） （中略）

D．緊急時対策所に関連する設備の名称、ＬＣＯ台数等に係る変更（申請②）（４／４）
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各々の保安規定申請書における変更箇所の対比、申請手続きについて

第１３条
第１５２条

第１８条の５
第１８条の６ 第９０条 添付２ 添付３

申
請
①

〇３、４号炉緊急安全
対策要員の⼈数を燃料
装荷されている原子炉
当たり２名増
〇１、２号炉運転員の
常駐人数を３，４号炉
の運転モードによらず
６名に変更

〇第１３条、第１５２条と同内容の変更
〇表20重⼤事故等における操作の成⽴性の内、
以下の想定時間を変更
・操作手順３（窒素ボンベ…）
・操作手順９,10

〇⼒量付与のための教育訓練の記載追加 〇⼒量付与のための教育訓練の記載追加

申
請
②

〇３、４号炉緊急安全
対策要員の⼈数を燃料
装荷されている原子炉
当たり２名増
〇１、２号炉運転員の
常駐人数を３，４号炉
の運転モードによらず
４名に変更

〇緊急時対策
所に関連す
る設備名称、
ＬＣＯ台数
他の変更

〇火山影響
等発生時の
緊急時対策
所の居住性
確保対応等
の変更

〇第１３条、第１５２条と同内容の変更
〇表17,18,19の操作⼿順を変更
〇表20重⼤事故等における操作の成⽴性の内、
操作手順18(要員、要員数、想定時間）を変更
〇表20重⼤事故等における操作の成⽴性の内、
以下の想定時間を変更
・操作手順３（可搬型バッテリ…）
・操作手順４,5,6,7,11,12,13,14,16,17

参考１

〇今回、申請①（2019年12月12日申請）、申請②（2019年12月26日申請）については、設置許可申請書
添付書類十に記載のとおり、第１３条（第152条）および添付３の３，４号炉重大事故等対策要員に係る
変更については、申請①の変更後、申請②の変更とする必要がある。
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設置変更許可申請書添付十 対比表抜粋（３，４号炉重大事故等対策要員に係る変更（申請①、②））

ステップ１

ステップ２
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緊急時対策所内ＳＰＤＳ表⽰装置の通信⼿段の変更について

緊急時対策所建屋

参考３

有線系回線

衛星系回線

ＳＰＤＳ
表示装置

有線系回線

無線系回線

ＳＰＤＳ
表示装置

無線系回線

安全パラメータ
表示システム
（ＳＰＤＳ）

緊急時対策所
（１，２号炉原子炉補助建屋内）

衛星系回線

安全パラメータ
表示システム
（ＳＰＤＳ）

３，４号炉制御建屋

３，４号炉制御建屋

変更前

変更後

現緊急時対策所のＳＰＤＳ表示装置は無線系回線を採用していたが、建屋間の地形を考慮し、
新緊急時対策所では衛星系回線を採用している。


